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改正労働安全衛生法に基づく
ストレスチェック制度について

第223回 月例セミナー

大淵　和代
（おおふち　かずよ）
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
職業性疾病分析官

講師

主催：一般財団法人医療関連サービス振興会

平成27年9月11日（金）15:00～17:00
日比谷コンベンションホール

はじめに

ただ今ご紹介いただきました、厚生労働省の大淵と申します。本日はこのような機会をいただき
まして誠にありがとうございます。このストレスチェック制度につきましては、昨年6月に労働安
全衛生法の改正が行われまして、今年の12月1日から施行ということで、残り3か月をきったところ
でございますが、私どももいろいろな場を通じて説明、周知等をさせていただいております。
それでは、スライドにまいります。
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労働安全衛生法の改正
資料1が、ただ今申し上げました昨年6月の労働安全衛生法の改正です。労働安全衛生法は、働く
方の職場での安全、健康を守るための法律であり、昨年6月の改正内容は資料1に書いてあるとおり
です。化学物質関係やメンタル的な健康管理が加わりました。また、皆さま方に関連の深いところ
では、3番目の受動喫煙防止措置も努力義務として加わりまして、こちらは今年の6月から施行され
ています。（資料1）

資料 1
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ストレスチェック制度施行に向けた取組と今後の予定
資料2は、ストレスチェック制度施行に向けた取組と今後の予定です。昨年6月に法改正がありま
したけれども、法律だけ作れば制度が動くということではなく、その法律の下に省令、つまり役所
が定める規則、そして、さらにその下に具体的なやり方を示す指針等を作る必要があるということ
で、昨年の夏から秋にかけて検討会を開催しまして、12月に報告書を公表しました。報告書に基づ
いて具体的な省令や指針等の中身について、厚生労働省の審議会で議論しまして、最終的には、今
年の4月15日に省令、指針等を公表したというところです。
今年の12月1日が施行ですけれども、施行に向けて関係する事業者の方への説明会、あるいは、
このストレスチェック制度を実施する医師や保健師等に対する研修会を施行に向けて実施してい
るところです。（資料2）

ストレスチェック制度の創設
ストレスチェック制度について、法律に一番の骨になるところが書いてありますので、法律の概
要からお話をさせていだきます。
今回の趣旨を一言で言うと、ストレスチェックの実施が事業者の義務となったということです。
制度の目的としては、メンタルヘルスの一次予防を主な目的とすると書いています。メンタルヘル
ス対策については、「一次予防」、「二次予防」、「三次予防」という言葉を使って説明をしており、一
次予防は、労働者のメンタルヘルスの不調、つまり、疾病になることの未然防止です。二次予防は
早期発見です。三次予防は、疾病になった方の職場復帰支援です。今回の法改正の目的は、一次予
防（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）です。結果的に、これをやることによって病気の方を

資料 2
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発見するという二次予防
に当たる場合もあります
が、本来の目的は一次予
防です。
一次予防の具体的な内
容として、労働者自身の
ストレスへの気づきを促
し、自分にどのぐらいス
トレスがあるのかを確認
することによって、スト
レスが高いと分かればど
うやってストレスを減ら
していこうかといったこ
とについても取り組める
ということです。
それから、個々人だけ
の問題ではなくて、職場の風土の問題としてストレスが高める原因がある場合に、職場環境を改善
することによって、働く方のストレスを下げていこうということも目的としています。
資料3に法律に書いてある事項のポイントとして4つ記載しています。詳細は後ほどご説明しま
すが、ここでも簡単に説明しておきます。
まず、1番目のポイントです。常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担
の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を実施することが事業者の義務となります。た
だし、事業場の規模によって「義務」か「努力義務」かというのを分けております。「事業場」という
のは、工場とか支店とか営業所というような単位をイメージしていただけると分かりやすいと思
うのですけれども、労働者数が50人未満の事業場は当分の間努力義務、50人以上の場合には義務と
いうことです。今でも、衛生管理者や産業医の選任の義務規定が50人以上でかかっておりますけれ
ども、同じラインでストレスチェックが義務になるかどうかを決めております。
法律の2番目のポイントです。検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知
され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されるということです。労働者の健康について
は、皆さま方の事業所でも健康診断というのを行っていると思うのですけれども、ストレスチェッ
クと健康診断との違いは、ストレスチェックでは、診断結果が直接本人に通知されるということで
す。事業者が内容を知りたいという場合には本人の同意が必要です。
法律の3番目のポイントとして、ストレスチェックの検査の結果、一定の要件に該当する労働者
から申出があった場合、医師による面接指導を実施するということが事業者の義務となるいうこ
とです。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
法律の4番目のポイントは、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の
措置を講じることが事業者の義務ということです。労働者の仕事の仕方の見直しや職場環境の見
直しついて、面接指導を行った医師から意見を聴いて、必要があれば就業上の措置、具体的には、
働き方や仕事の内容を見直す等の措置を講じます。（資料3）

資料 3
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ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ
今、法律の内容を説明させていただきましたけども、それを具体的なスキームとして整理したの
が資料4の図で、大きく4つの段階があります。
まず、ストレスチェックと面接指導を進める時に、「実施前」の準備という段階がございます。一
定の準備を経てから「ストレスチェック」、調査票を配って労働者に回答をしていただきます。そ
の後、ストレスが高いという方については医師による「面接指導」があります。
資料4の図で、左側の方は労働者個人に関係する流れです。途中から右側に分かれているのが集
団の流れです。労働者の働く場を部や課という集団として捉えて、集団的分析を行うというところ
も入っております。この集団的分析は、資料3でご説明した法律の4つの項目の中には入っておらず、
後ほど説明する資料の中に出てきますが、義務ではなく努力義務という形で導入されます。
ポイントをもう1回言いますと、実施前の準備、ストレスチェック、面接指導というのは個人の
流れ、それから、集団に関してはストレスチェックの結果を受けた集団的分析という流れがある、
ということをまず押さえてください。（資料4）

資料 4
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はじめに（主な用語の説明）
続きまして、これから
説明する中身について、
主な用語を簡単に確認し
ます。
まず、「ストレスチェッ

ク制度」です。「ストレス
チェック」という言葉は、
法律の中の言葉としては
「心理的な負担の程度を
把握するための検査」を
指しています。この「ス
トレスチェック」に「制
度」という言葉を付けて
「ストレスチェック制度」
と言った時には、単にス
トレスチェックの実施だ
けではなくて、それ以降の面接指導や就業上の措置、あるいは、集団分析といった一連のものを含ん
だ取組全体として定義付けております。
ストレスチェックについて、法令上で「実施者」や「実施事務従事者」という言葉が出てきますの
で確認しておきます。「実施者」というのは、ストレスチェックを実施する人ということで、一定
の資格の方でないとストレスチェックは実施できないことになっております。具体的には、医師、
保健師などです。医師、保健師については資格を持っているだけでよろしいのですが、医師、保健
師以外に、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士もストレスチェッ
クの実施者になれます。また、ストレスチェックに関係する者として、実施者だけではなくて、「実
施事務従事者」というものを指針の中で示しております。実施者の指示によってストレスチェック
制度の実施事務、具体的には個人情報の管理等に携る方のことを、実施事務従事者という言葉で定
義して使っております。
たくさん法令が出てくるのですが、「法律・省令・指針・通達」というふうに呼ばせていただき
ます。「法律」というのは、本日のタイトルにもなりました労働安全衛生法で、「省令」というのは
各役所が定める規則で、労働安全衛生規則のことです。「指針」は、ストレスチェック制度につい
て具体的なやり方を示したもので、正式なタイトルは資料5に書いてあるような非常に長いもので
すが、本日の説明では、「指針」あるいは「ストレスチェック指針」と呼びます。さらに、これらの法
令の意味とか解釈等を示したものとして「通達」が出ております。
労働安全衛生法の一部を改正する法律は、昨年の6月25日に公布されましたが、法律以外の省令、
指針等は今年の4月15日に公表されております。（資料5）

資料 5
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本日の説明の流れ
本日の説明の流れです。先ほど
資料4で説明しましたが、①制度
導入前の準備、②ストレスチェッ
クの実施、③面接指導の実施、④
集団ごとの集計・分析、といった
流れの順に説明しまして、補足と
して、不利益な取扱いの防止やプ
ライバシーの保護、その他の留意
事項等についても説明してまいり
ます。（資料6）

Ⅰ．制度導入前の準備

ストレスチェック制度の導入
まず、制度導入前の準
備ということでござい
まして、資料4のフロー
チャートの一段目の部分
（実施前）で、具体的には
どんな準備が必要かとい
うことについて説明をし
てまいります。これから先
は、法律、省令、指針、あ
るいは、通達の中から条
文を抜書きしたものに、口
頭で補足説明をさせてい
ただきます。
まず、ストレスチェッ
クについての基本的な考
え方が指針の中に書いて
あります。ここでは、一次予防が目的ですということと、今回義務化されたのはストレスチェック
だけですけれども、本来は、二次予防、三次予防も含めたメンタルヘルス対策全体の中で取り組む
べきものですということ、つまり、ストレスチェック制度だけをやればよいということではなくて、
総合的にメンタルヘルスの取り組みをしてくださいということを、基本的な考え方として示して
おります。
それから、実施に当たっての留意事項も指針の中に書いてあります。資料7ではまず、ストレス
チェックについては、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいということが
書いてあります。比較のために申し上げますと、健康診断については、事業者側には実施の義務、

資料 6

資料 7
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労働者側には受ける義務があることが法律に書いてあるのですが、ストレスチェックは、事業者側
の実施の義務は書かれていますが、労働者側の受検義務は書かれておりません。労働者側の受検義
務について書かなかったのは、メンタルヘルスについて既に医療機関等を受診している方にまで
ストレスチェックを受けさせるのは負担が大きいためです。ただし、資料7には、職場でメンタル
ヘルスを進めていくためには、できるだけ全員の労働者の方に受けていただくのが望ましいとい
うことも書いております。したがって、会社の中で受検を強制してはいけないのですけれども、で
きるだけの多くの方に受けていただけるように受検勧奨をしてください。
2番目として、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申出を行い、医
師による面接指導を受けることが望ましいということです。面接指導は、本人の申出によって行う
ものですけれども、できるだけ申出をしてくださいということです。中には、会社側にメンタルに
ついて知られるのは望まないということで、申出を行わないというケースもあるかと思うのです
けれども、きちんと情報が守られるのだということを説明していただいて、面接指導を受けてきち
んとフォローができることが望ましいという趣旨です。
3番目として、集団分析についてです。法令上は努力義務ということですけれども、本来の制度
の目的から考えるとやっていただきたいということで、その趣旨を書いてあります。（資料7）

それから、導入前の準
備の中で大事なところと
して、衛生委員会等にお
ける調査審議がありま
す。衛生委員会等におけ
る調査審議の部分は、今
回、法律を改正をしたと
いうことではなく、元々
労働安全衛生法の中に、
50人以上の事業場では衛
生委員会を設けるやどん
な内容を衛生委員会で調
査審議するかが定められ
ており、その1つとして、
「労働者の健康障害の防
止及び健康の保持増進に
関する重要事項」が含まれていました。
また、省令につきましては、法律でいう「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する
重要事項」には、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立」が含まれるということ
が、元々書かれております。
指針につきましては、衛生委員会等でストレスチェック制度の実施方法や実施状況及びそれを
踏まえたフォローについて調査審議しましょうということ、それから、衛生委員会での調査審議の
結果を踏まえて、事業場ごとにストレスチェック制度の実施に関する規程を定めて、それをあらか
じめ労働者に対して周知しましょうということをうたっております。（資料8）

資料 8
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どんなことを調査審議
するかについて、資料9に、
①から⑪まで書いてあり
ます。この制度をどのよ
うに周知するか、制度を
実施するに当たっての実
施体制をどうするか、具
体的な実施方法というこ
とで、たとえば調査票を
どんなものを使うかとい
うことを決めていただい
て、また、重要なこととし
て、労働者に対する不利
益取扱いの防止も含めて
話し合って、必要なもの
について規程を定めてい
ただきます。（資料9）

次に、実施体制の整備
です。衛生委員会等にお
ける調査審議のところで
も出てきましたけれども、
どんな体制を整備してい
くかということです。
まず、法律上、ストレ
スチェックを実施する義
務があるのは事業者です
けれども、事業者がすべ
てやるという趣旨ではな
くて、ストレスチェック
制度を進めるための
様々な担当者をきちんと
決めてやりましょうとい
うことです。まず、「スト
レスチェック制度担当者」は、実施計画を策定したり実施の管理をしたりする者です。次に、法令
上出てくる「実施者」ということで、医師や保健師、あるいは研修を受けた看護師等が、実際の実務
にあたります。実務の際に必要がある場合には、実施者の補助をする「実施事務従事者」を選んで
いただきます。
資料10では3段階で書いてありますが、会社によっては、例えば、計画を作る方と実務をやる方
が同じ場合もあるかと思いますし、事業者自体が計画を作る場合もあるかと思いますが、必要な事
項について、適宜責任分担をしてやっていただくということです。（資料10）

資料 9

資料 10
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Ⅱ．ストレスチェックの実施

では、今度は具体的なストレスチェックの実施ということで、資料4のフローチャートの2段目の
部分（ストレスチェック）について説明をしてまいります。
まず、法律上はどうなっているかというと、「事業者は労働者に対して厚生労働省令で定めると
ころによりストレスチェックを行わなければならない」ということです。法律の中で、「厚生労働省
令で定めるところにより」と書いてありますが、省令の中身が資料11の2段目です。
まず、実施の頻度は、「1年以内ごとに1回」ですから、今までやってきていただいている一般定期
健康診断と同じ形です。「次に掲げる事項について検査を行う」ということで、3つの領域をあげて
います。1つ目は心理的な負担の原因、2つ目は心理的な負担による心身の自覚症状、3つ目は他の
労働者による当該労働者への支援です。この3つの領域について、それぞれ調査項目を設けて検査
をするということです。
関係する通達の中での補足で、ここで言います「常時使用する労働者」の範囲について示してい
ます。期間の定めのない労働契約により使用される者、それから、週当たりの労働時間が同種の業
務に従事する通常の労働者の4分の3以上の時間数ということで、2つの条件の両方を満たす者を
「常時使用する労働者」と言っております。ただ、これは最低限なので、これよりも広い範囲、たと
えば従業員全員についてストレスチェックをやりますよということであれば、法律を上回っている
ことになりますので特に問題はございません。（資料11）

資料 11

月
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ミ
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ストレスチェックの調査票につきましては、法令上は、「これを使わなければならない」という調
査票はありませんが、どんなものを使ったらよいかの参考という趣旨で、指針の中に「職業性スト
レス簡易調査票」の57項目を示しています。
まず、A、B、C、Dという項目になっております。先ほどのストレスチェックについては、3つ
の領域について質問しなければならないということでいきますと、Aの項目は、心身的な負担の
原因を確認する項目です。Bの項目は、心理的な負担による心身の自覚症状を確認する項目です。
Cの項目は、上司とか同僚といった周りからのサポートについての項目です。Dの項目は、満足度
についてです。仕事の満足度とか家庭生活の満足度は、先ほどの3分野には含まれていないのです
けれども、参考として尋ねる形となっております。最終的に調査票を評価する時は、満足度につい
ては点数化はしませんが、満足度も含めた調査票をモデル的なものということで示しております。
先ほど申し上げましたように、これを絶対使わなければいけないということではないので、衛生
委員会等で話し合って、適切な調査票、つまり、3領域について必ず確認する調査票を使っていた
だくということになります。（資料12）

資料 12
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続きまして、ストレス
チェックの実施方法の続
きです。ストレスチェッ
クでは、3つの領域に関
する項目により検査を行
い、労働者のストレスの
程度を点数化して評価す
る、そして、その評価結
果を踏まえて高ストレス
者を選定し、医師による
面接指導の要否の確認を
行います。
補足として、まず調査
票は、今申し上げたよう
に事業者の判断により選
択する、つまり、衛生委
員会等で話し合った上で決めていただくということです。先ほど示したモデル的な調査票は、過去
にこの調査票でたくさんの方に受検していただいて、適切な評価ができるということが実証され
ているものですので、そういったものを使っていただくことが望ましいということを示しており
ますが、他のものでも適切な調査票だということの確認が取れていれば使っていただいて構いま
せん。（資料13）

資料13の指針の中で、
「高ストレス者を選定し」
という記載がございま
す。まず、ストレスチェッ
クが終わったら点数付け
をして、その人のストレ
スが高いかどうかを判断
するという作業を、「選
定」という言葉を使って
います。一定の要件を満
たす方を高ストレス者と
判断するという定義に
なっております。
要件として2つの基準
があり、1つ目のグループ
は、「心理的な負担によ
る心身の自覚症状」に関する点数が高い方、一定の点数以上の方は、高ストレス者と判断します。2
つ目のグループとしては、「心身の自覚症状」の点数は資料14の①のグループよりは多少低いけれ
ども、「心理的な負担の原因」の点数と「周囲のサポート」の点数の合計が高い方についても、高ス
トレス者と判断するということになっております。（資料14）

資料 13

資料 14

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
大
淵
講
師
）
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今の話は言葉だけでは
わかりにくいので図（資
料15）も示します。まず、
資料15のグラフの縦のと
ころが「心身の自覚症状」
の点数で、下が低い点、
上が高い点ということ
で、心身の自覚症状の点
数が一定の、資料15のグ
ラフではA点よりも高い
方が資料15の①の条件に
該当する方です。それか
ら、資料15の②といたし
まして、心身の自覚症状
は①に該当する方よりは
若干低いけれども、「心
理的な負担の原因」とか「労働者への支援」で点数が高い方、ここの部分の方も、高ストレスという
ように判断しますということです。
資料15のグラフのA点、B点、C点について数字が書いていないのはどうしてかという疑問をお
持ちになると思います。どういうふうに設定するのかは法令上では示しておらず、各事業場の衛生
委員会等で話し合って決めていただくことになっております。そう言われても、どうやって決めた
らよいのか迷うかと思います。国では過去にたくさんの方にこういった検査を受けていただいて、
その結果から、例えば、「受けた方全体の10％ぐらいの方が高ストレスと判断される」と設定した場
合は、資料15のグラフに記載のA、B、Cの点がどうなるかという資料を別途示しております。A、B、
Cの点の設定につきましては、そういったものを参考にしながら、各事業場の点数の基準等を決め
てください。（資料15）
ひとつ前のスライドに戻りまして、今の説明が高ストレス者を点数で選ぶということなのです
けれども、場合によっては、点数だけで選ぶほかに、医師、保健師、看護師、あるいは、精神保健福
祉士、カウンセラーといった専門家によって、労働者に補足的な面談を行って、面談の結果も踏ま
えて高ストレスかどうかを判断する方法もあります。（資料14）

資料 15
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それから、ストレスチェ
ックの「その他の留意事項」
ということで書いていま
す。先ほどから何回か健
康診断についても話をし
ていますが、ストレスチェ
ックを実施する時期につ
いては、健康診断と同時
期に実施していただくこ
とも可能で、特に制約はあ
りません。健康診断の時に
は、自覚症状や他覚症状
を問診票でチェックする
というのがあるかと思う
のですが、その際にスト
レスチェックを併せて実
施すること等も考えられます。ただし、注意しないといけない点があります。健康診断とストレスチェ
ックとで調査票を分けていただく必要がありますし、法令上の取扱いとして、健康診断は労働者に受
検義務がありますけれども、ストレスチェックは必ずしも受検義務がありません。それから、結果の
取扱いが、ストレスチェック結果は本人同意がなければ事業者側には伝わらないという違いがありま
すので、情報管理をきっちりしていただくことが必要になってまいります。
それから、今とは違う観点の注意事項です。事業者は、ストレスチェックについて受検を勧奨す
ることができます。ストレスチェックには、労働者の受検義務はないのですが、できるだけたくさ
んの方に受けていただきたいというところから、事業者は、ストレスチェックを受けたかどうかを
リスト等を入手して確認して、まだ受けていない方については、受検勧奨できるとなっています。
ただし、勧奨する際にも強制になってはいけないので、やり方については注意する必要がありま
す。
それから、通達ではちょっと細かい内容も含まれております。健康診断も同じなのですけれども、
ストレスチェックは、従業員について、必ずしも一度にするわけではなくて、例えば、1年間で誕生
日の月ごとに分けて実施する事業場もありますが、このように実施の時期をずらしながらするこ
とも、特に問題ありません。ただし、集団分析等をする時には、同一の集団に属する者ついてはで
きるだけ同じ時期に実施することが望ましい、ということも通達の中で示しております。
それから、1年に複数回ストレスチェックをしても問題なく、年に何回するかというようなこと
も含めて衛生委員会等で決めてください。（資料16）

資料 16

月
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続きまして、ストレス
チェックの「実施者」に
ついて補足します。先ほ
ども説明したとおり、実
施者は、医師、保健師、
それから、厚生労働省大
臣が定める研修を修了し
た看護師又は精神保健福
祉士です。どんな研修が
必要かというのは、告示
で研修内容等を定めてお
ります。なお、この法律
が施行される前日、今年
の11月30日までの時点で、
既に労働者の健康管理に
関する業務に3年以上従
事している看護師、又は、精神保健福祉士の方は、厚生労働大臣が定める研修を受けずにストレス
チェックの実施者となっていただくことが可能です。
実施者の役割と、実施事務従事者、つまり補助する方の役割が、どんなふうに整理されるかを示
します。実施者に必ずやっていただきたいことは2つです。1つは、どんな調査票を選定するかにつ
いて、また、どのように評価をして高ストレス者を判断するかという選定基準について、事業者に
対して専門的な見地から意見を述べることです。もう1つは、一定の基準で高ストレス者と判断さ
れた労働者について、最終的にその方が面接指導を受ける必要があるかないかを判断することで
す。実施事務従事者は、専門的な判断はできないという整理をしており、調査票の回収、結果の集計、
又は、受検者との連絡調整等の事務につきましては、必ずしも専門的な業務ということではないの
で、実施事務従事者に行わせることができます。（資料17）

資料 17
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続きまして、同じく実
施者に関連することで、
「実施の事務に従事でき
ない者」についてです。
労働安全衛生法関係で
は、このような規定はこ
れまであまりないのです
が、今回導入されており
ます。検査を受ける労働
者について解雇、昇進又
は異動に関して直接の権
限を持つ監督的地位にあ
る者は、検査の実施の事
務に従事してはならな
い、つまり、人事権限を
持つ方はストレスチェッ
クの実施者にはなれないということです。
少し補足しますと、人事部にいたら全員が該当するわけではなくて、資料18に記載の省令第52条
の10に書いてあるように、人事を決定するところについて一定の判断を行う権限を持つ者が該当
します。人事部にいても事務処理だけ行うというようなことであれば、この禁止規定には該当しま
せん。資料18の図でも書きましたが、人事権がある者とは、社長は当然で、さらに、専務、あるいは、
人事部長というような方は実施の事務には従事できません。一方、人事権のない人事課の他の職員
やその他の部署の職員であれば、実施の事務に従事することができます。（資料18）

具体的にどんな業務に
従事できるのか、できな
いのかというところを、通
達で補足しております。
例えば、「人事に関して直
接の権限を持つ方は従事
できない事務」ということ
で、基本的な考え方とし
ては、労働者の健康情報
を取扱う事務については
従事できないということ
です。例を挙げれば、記入
した調査票の回収とか内
容の確認はできない、と
いうことです。一方、人事
に関して直接の権限を持
つ監督的地位にある者であっても従事可能な業務もあります。労働者の健康情報を取扱わない業務、例
えば、ストレスチェックの実施計画を作るとか、実施日時についての関係者との連絡調整といったもの
はできますし、名前や個人の結果が書かれていない調査票を配るということも問題ありません。（資料19）

資料 18

資料 19
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資料20は、「人事権者が従事できる事務と従事できない事務」を時間軸に沿って整理したもので
す。準備段階で様々な計画を作ったり調整をしたりというのは、従事しても構わないです。ただ、
一旦労働者が調査票に記入して、あるいは、入力してしまったら、調査票には個人情報、健康情報
が書かれますので、調査票記入後の個人情報を取扱う可能性のある業務はだめですよということ
です。（資料20）

資料 20
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資料21には、事業者が、人
事を担当する職員をストレ
スチェックの実施の事務に
従事させる場合に周知しな
ければならない事項を示し
ています。
まず、①の、ストレスチェ
ックの実施の事務に従事さ
れる場合については、実施
者もそうですし、実施事務
従事者もそうなのですけれ
ども、労働安全衛生法第104
条により、健康情報を扱う
者は業務で知った秘密を漏
らしてはいけない、という
秘密保持義務がかかっています。義務に違反すると個人に罰則がかかります。
ストレスチェックの実施の事務は、実施者の指示により行うことが必要で、例えば、所属部署の
上司、あるいは、人事課長とか人事部長から指示を受けたからといって、労働者の秘密を漏らして
はいけません。
それから、ストレスチェックの関係の情報を、ほかの業務に利用する目的外利用はだめです。（資料21）

今度は、「ストレスチェッ
クの結果の通知」で、ストレ
スチェックが終わって、そ
れを評価して労働者に結果
を通知するということで
す。まず、法律の条文とし
て、検査を受けた労働者に
対して、当該検査を行った
医師等から当該検査の結果
が通知されるようにしなけ
ればならない、つまり、実
施者から直接労働者に通知
をするということです。条
文にも書いてありますよう
に、労働者の同意を得ない
で検査の結果を事業者に提供してはいけません。
資料22で、法律に「厚生労働省令で定めるところにより」とあり、省令では、検査を受けた労働者
に対して、実施した者から遅滞なく通知するとこととなっています。
ストレスチェックの結果については、資料22の①から③までを含む必要があります。まず、①個
人ごとのストレスの特徴や傾向を数値や図表等で示したもの。②個人ごとのストレスの程度を示
したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果。それから、③面接指導が必要か
どうかということです。（資料22）

資料 21

資料 22
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資料23は、ストレスチェ
ック結果の通知の時に配
慮していただきたいこと、
あるいは、留意事項です。
ストレスチェック結果の
通知については、何を入
れなければならないかを
資料22で示しましたが、
「入れることが望ましいこ
と」をここに書いていま
す。セルフケアに関する助
言とか指導、面接指導の
対象者の方については、
面接指導の申出の窓口と
か申出方法、面接指導は
必ずしも受けたくないけ
れども何か相談をしたいというような方について、相談ができる窓口についての情報提供なども通
知に入れるのが望ましいということです。
それから、通知方法についても具体的に書いています。労働者への通知に当たっては、封書又は
電子メール等で当該労働者に直接通知させる等、他の方が中身を見ることができない方法でとい
うことです。（資料23）

資料 23
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資料24は、ストレスチェック結果がどのような形で通知されるかというイメージです。まず、ス
トレスチェックの3領域に関するものです。ストレスの要因に関する項目、心身のストレス反応に
関する項目、周囲のサポートに関する項目のそれぞれについて何点かということと合計点につい
て。そして、高ストレス者に該当するかどうかというようなこと。それから、面接指導が必要かど
うかについての総合的な評価となります。今お伝えした内容は必須事項です。そのほか、望ましい
こととして、セルフケアのアドバイスや面接指導の申出の窓口等についても資料24に書かれてい
ます。
点数については、資料24の右側のような表で表す以外に、左側のようにレーダーチャート等で示
すような方法もあります。たとえば、「ストレスの原因」についての因子を詳しく分析して、レーダー
チャートにしています。資料24のレーダーチャートの場合には、図が中心によっているものほどス
トレスが高いという設定になっています。ストレスが低い方については、レーダーチャートの図が
大きい形になり、ストレスが高い方が内側に図が寄る形になります。（資料24）

資料 24
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続きまして、ストレスチェッ
クの結果の事業者への提供に
関する同意取得についてです。
法律に、あらかじめの労働者
からの同意が必要ということ
が書いてありますが、具体的
な方法は省令、指針に書いて
あります。
まず、同意の取得の方法に
ついてですが、書面又は電磁
的記録により行います。それ
から、どのタイミングで同意
を取るかですが、事業者はス
トレスチェックの実施前又は
実施時に同意を取得してはい
けません。では、いつ同意を取得するのかというと、ストレス結果を通知した後に同意を取得する
ということになります。なぜ、このように規定しているのかと言いますと、労働者は自分の結果を
見てからでないと、事業者に提供してもよいかどうかの判断が難しいからです。
それから、同意の取り方と関係するところで、「労働者が面接指導の申出を行った場合について
は、必ずしもストレスチェック結果について同意を取らなくても、申出を行ったことをもって、ス
トレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差支えない」という規定
も指針の中には含まれています。つまり、原則は、ストレスチェック結果の提供については、労働
者の個別同意が必要ですが、面接指導を申し出た場合には、ストレスチェック結果自体の同意を取
らなくても同意したものとみなすということになっています。
同意を取得するタイミングは、指針に説明していますが、「〇」、「×」として資料25に記載してい
ますので、ご確認ください。（資料25）

今度は、ストレスチェック
の結果通知後の対応について
です。ストレスチェックをす
れば終わりということではな
く、ストレスチェックの後に
大事な流れとして「医師によ
る面接指導」があります。省
令の中では、検査を行った医
師等は、前条の要件、具体的
には、「高ストレスで面接指導
を行う必要があると判断され
た者」に対して、面接指導の
申出を行うように勧奨するこ
とができます。ストレスチェ
ックの結果の中にも、面接指

資料 25

資料 26



22
振興会通信 Vol.138  December  2015

導を受けた方がよいということを書かれるのですが、それに加えて、個別に面接の勧奨をすること
ができるという内容が含まれています。
指針の中では、同じことですが、もう少し補足をしています。実施者が、面接指導の申出を行わ
ない労働者に対して申出の勧奨を行うことが望ましいとか、ストレスチェックの結果を受けた労
働者に対して、相談の窓口を設けることが望ましいということです。高ストレスの方でも、必ずし
も面接指導を希望しないケースもありますので、そのような方の受け皿となるようなところを設
けるのが望ましいとなっております。面接指導が必要ですと通知されても、すぐに面接指導の申出
をせずに、まずは、相談窓口で相談してもらい、本人が納得したうえで面接指導の申出をするといっ
たケースも想定されます。（資料26）

次は、ストレスチェッ
クの結果の記録保存で
す。ストレスチェックの
結果の記録保存につい
て、健康診断の結果等と
違うところがありますの
で、確認していきます。
まず、省令第52条の13第
2項ですが、労働者本人
の同意を得てストレス
チェックの検査結果を事
業者が提供を受けたとい
う場合については、事業
者側でストレスチェック
の検査結果の記録を作成
して、それを5年間保存
しなければならないとなっております。
それ以外の場合、必ずしも本人同意がないような場合は、事業者がストレスチェックの実施者に、
検査結果の記録作成、記録の保存といった事務を行わせるように適切な措置を講じなければなり
ません。誰を記録の保存者にするかということを決めて、本人同意がない方の記録についても対応
をしていかなければなりません。法令上は本人同意がない方の記録については、保存期間は定めら
えておりませんが、検査結果の提供を受けた場合と同じような考え方をしていただければよいか
と思います。
ストレスチェックの結果の記録の形式についても補足がございます。調査票そのものを保存し
なければいけないわけではなく、労働者ごとのストレスチェック結果を一覧にまとめたものでも
構わないというのが通達で示されております。（資料27）

資料 27
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記録の保存について指針の
中に補足があります。当然、
ストレスチェックは、メンタル
の機微な情報ですので、保存
については記録の保存場所の
指定や、保存期間の設定及び
セキュリティの確保等といっ
たことをきちんと情報管理を
していただきたいということ
です。
基本は、実施者に記録の管
理をしてもらうのが望ましい
のですが、実施者に記録の管
理をしてもらうのが困難な場
合については、実施者以外の
実施事務従事者を指名しても構わないとなっております。結果提供について労働者の同意がない
場合については、省令の中では定めはないのですが、指針の中で5年間保存することが望ましいと
書いてあります。
整理をしますと、ストレスチェックについて、本人が結果の提供を同意した場合については事業
主が5年間保存の義務がかかっています。それから、同意がない方の結果については、実施者が5年
間保存することが望ましく、事業者には保存が適切に行われるように必要な措置を講じる必要が
あるということです。（資料28）

資料29も検査結果の保存に
関するスライドです。ストレ
スチェックは、いろいろなや
り方が想定されます。①外部
機関に委託して実施し、そこ
が検査結果を保存する場合、
②普段から契約している嘱託
産業医に依頼して実施し、そ
の嘱託産業医が保存する場
合、③専属産業医や事業場内
の実施者が実施し、実施者又
は指名された実施事務従事者
が保存する場合などがあるか
と思いますが、いずれにして
も、きちんと結果を管理をし
なければなりません。鍵のかかる場所、電子的な保存であれば、保存された結果についてアクセス
する権限のある人を制限するといったことが必要になります。嘱託産業医が保存者となる場合に
は、ご自身の診療所等で保存する場合もあれば、保存場所は事業場の中に置いて、保存場所へのア
クセス制限、鍵やパスワードといったものを嘱託産業医の方に与えて、検査結果を見ることができ
るようにするといったやり方もあります。（資料29）

資料 28

資料 29
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Ⅲ．面接指導の実施

続きまして、個人の方の流
れの3つ目、「面接指導」です。
資料4のフローチャートの3段
目の部分（面接指導）について
説明してまいります。
まず、面接指導の対象者の
要件、つまり、誰が面接指導
の対象になるかということで
すが、「厚生労働省令で定める
要件に該当するもの」です。
省令によると、「ストレスチェ
ックの結果、心理的な負担の
程度が高い者であって、面接
指導を受ける必要があると当
該検査を行った者が認めたも
の」です。簡単に言いますと、高ストレスであって、面接指導が必要だと医師や保健師等の実施者が
認めたものということです。
指針の中では、事業者については、労働者から面接指導の申出があった時には、申出をした労働
者が本当に面接指導の対象者かどうかを確認するために、労働者からストレスチェック結果を提
出させたり、該当するかどうかについて実施者に確認したりできると書かれています。事業者に面
接指導を実施する義務がかかるので、申出をした労働者が、本当に面接指導の対象者なのかを確認
することは構わないということです。（資料30）

面接指導の実施方法等に
入ります。まず、実施時期に
ついてですが、実施時期も具
体的には省令の中で定めて
おりまして、ストレスチェッ
クの結果の通知を受けた後、
まず労働者が遅滞なく申し
出るということで、申出が
あった時は、事業者は遅滞な
く面接指導を行わなければ
なりません。
面接指導を受ける旨の申出
は、書面やメール等で行って、
事業者はその記録を残すよう
なことが望ましいということ
が資料31の通達にあります。その中で、「遅滞なく」という記載が2か所あります。そして、申出は、
結果通知から遅滞なく行い、申出があった時は遅滞なく面接指導を行うとありますが、「遅滞なく」
の意味は、いずれも、概ね1か月以内ということです。（資料31）

資料 30

資料 31
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続きまして、面接指導
の実施方法等の続きで
す。面接指導は、医師が
行います。ストレスチェ
ックは、医師だけではな
くて保健師や看護師、精
神保健福祉士もできるの
ですが、面接指導につい
ては、資料32にあるよう
に、医師しかできません。
面接指導において医師
がどんなことを確認する
のかということについて
です。資料32に記載の省
令アンダーラインの部分
の「第52条の9各号に掲げ
る事項の他、次に掲げる事項」ということで、第52条の9各号というのは、ストレスチェックの3つの
領域のことを指しています。ストレスチェックの結果を確認して、プラスアルファの事項も確認が
必要ということで、「労働者の勤務の状況、労働者の心理的な負担の状況、心身の状況」について確
認して、必要な指導を労働者に行っていくということになります。
また、面接指導の際には、必要に応じ、医師から事業者側に対して情報提供を求める場合があり
ます。指針では、労働時間や労働密度、深夜業の回数及び時間数、あるいは、作業の中身とか負担
の程度等について、事業者側から、面接指導を行う医師に対して必要な情報を提供してくださいと
なっております。
面接指導を行う医師は、法律上、それから省令上は単に「医師」と書かれていますが、どんな方が
行うのが望ましいか、通達で示しております。労働者の所属する事業場の状況を日頃から把握して
いる産業医が行うことが望ましいとありますが、産業医以外にも、例えば、会社の健康診断等に関
わっている方や、会社について普段から知っている方がやるのが望ましいです。面接指導に合わせ
て、医師は事後措置について意見を述べなければいけないので、会社の中の状況について一定程度
知っていることが望ましいです。（資料32）

資料 32
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面接指導の結果の記録につ
いてです。法律の条文では、
「事業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、面接指
導の結果を記録しておかなけ
ればならない」ということに
なっております。しかし、実
際には、必要な内容を盛り込
んだものを医師が作成して、
これを事業者が保存すること
で構いません。
結果の記録は5年間の保存

義務があり、結果の記録の中
に含まれていなければいけな
い事項は、実施年月日、面接指
導を受けた労働者の名前、面接指導を行った医師の名前、就業上の措置に関係する医師の意見です。
また、省令には、「前条各号に掲げるもののほか」とあるので、前条各号に掲げる事項として、労働者の
勤務状況、心理的な負担の状況、その他心身の状況も、今述べた項目に加えた形で記録を作成します。
医師が面接指導についての記録を書く時の注意事項についてです。面接指導についての記録を
書く時には、面接指導結果のうち、具体的な診断名や検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ、
詳細な医学的な情報については記録すべき趣旨ではなく、これらは医師のみが把握していればよ
いものであり、事業者側が保存する記録には書く必要はありません。（資料33）

医師の意見聴取についてで
す。面接指導の結果に基づき、
面接指導を行った医師に意見
を聴かなければならない事業
者側の義務です。聴くタイミ
ングとしては、「面接指導が行
われた後、遅滞なく」と省令
で定められています。「遅滞
なく」については、ここでも
面接指導から概ね1か月以内
に行うこととなっておりま
す。ただ、労働者の状況が、
健康状態に問題があって緊急
に就業上の措置を講ずべき必
要がある場合には、できるだ
け速やかに行われる必要があるとなっております。
医師の意見聴取は、当然、面接指導をした医師から意見を聴くことが適当です。ただ、面接指導
を実施した医師が産業医ではないような場合については、意見聴取については産業医からも聴く
というようなことも望ましいと書いてあります。このような場合、面接指導をした医師からも聴き、
産業医からも聴くことが望ましいという趣旨です。（資料34）

資料 33

資料 34
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面接指導の結果を受
けて、就業上の措置の必
要性があるか否かとい
うこと、必要がある場合
にはどんな措置が必要
かといったことについ
て、医師に意見を聴きま
す。例えば、就業上の区
分として、通常の勤務で
よいのか、あるいは、一
定の就業制限が必要か、
仕事を休ませる必要が
あるかといったことに
ついての判断を聴くこ
とになります。
就業制限については、
労働時間や出張の制限、時間外労働の制限等、いろいろなやり方がありますので、どういったこと
が必要かを聴きます。就業制限以外についても、職場の環境の改善等についても、もし、意見があ
れば聴きます。（資料35）

具体的にどんな意見書
を医師が作成するかとい
うことで、資料36は法令
で示しているものではな
く、国で作っているマ
ニュアル等に例として示
しているものです。まず、
対象者ということで、氏
名が何で、所属がどこか
を記載します、ストレス
反応の評価ということ
で、ストレスチェックを
やった点数がどうかを記
載します。それから、長
時間労働等の状況や心身
の疾病があるかないか、
心理的な負担の状況及び身体の状況について。また、ストレス反応について医療が必要かどうか、
ストレスが業務と関連があるかどうか。就業区分として先ほど出た通常勤務や、就業制限・配慮、
要休業といったものが必要か、あるいは、今述べた以外の環境について何か対応が必要かどうかに
関する意見等の記録を作成するということです。（資料36）

資料 35

資料 36
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資料37は今の意見書の
続きになりますが、就業
上の措置の具体的な内容
を、資料37のような形で
記載します。様々な項目
がありますが、このよう
な意見書を医師に作成し
てもらい、事業者は意見
書を見て、必要な対応を
していくということにな
ります。（資料37）

医師に意見聴取をした
後の就業上の措置の実施
ということで、法律上義
務と書かれており、事業
者は、就業場所の変更、
作業の転換、労働時間の
短縮、深夜業の減少等、
必要な措置を講じなけれ
ばなりません。今述べた
こと以外にも、医師の意
見を衛生委員会に報告す
ることも事業者の義務に
入っております。
指針の中では、就業上
の措置を講じる上での注
意点が書かれており、措
置を決定する際は、事業者側が勝手に決めるということではなくて、資料38に書いてあるように、
あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう
に努めるとなっております。当然、不利益取扱いにならないように留意が必要だということです。
措置を講じる上では、当然、健康管理部門や人事管理部門との連携が必要となります。その際に、
プライバシーに配慮して、必要でない者にむやみに情報がいくことは避けなければいけません。ま
た、上司に当たる管理監督者に対して、就業上の措置が必要なのだということ、どのように対応し
なければいけないのかということについて十分な説明も必要になってきます。（資料38）

資料 37

資料 38
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いろいろとお話しまし
たが、もう一度流れを確
認します。準備段階を経
てストレスチェックを実
施し、本人に結果を通知
し、高ストレスで面接指
導が必要だという方につ
いては、本人から「私は
面接指導を受けます。」
という申出をしてもらい
ます。それから、医師に
よる面接指導の実施、医
師から事業主が意見を聴
取し、事後措置を行うと
いうことです。
法令上、「遅滞なく」と
いう言葉が繰り返し出てきます。結果の通知については、結果が出れば速やかに、結果の通知以外
については、概ね1か月以内で対応します。（資料39）

Ⅳ．集団ごとの集計・分析

今の説明で個人の流れ
が終わりましたので、今
度は集団ごとの集計・分
析についても簡単に説明
します。資料4のフロー
チャートで右側に分かれ
るところ部分（集団分
析）について説明してま
いりますが、先ほども申
し上げたとおり、集団分
析は努力義務です。
省令の中で、「事業者は、

ストレスチェックを行った
場合は、検査を行った医
師等に、検査の結果を事
業場の部署に所属する集
団ごと、一定の規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない」
という努力義務の規定があります。法律ではなくて規則の中で努力義務規定を定めております。
「事業者は、その集団分析の結果を勘案して、必要があると認める時には、労働者の心理的なス
トレスを軽減するための措置を講ずるよう努めなければならない」、ここも努力義務です。
今述べた集団というのは、具体的には部や課等の一定の業務内容についてまとまりを持った集
団となります。

資料 39

資料 40
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結果の取扱いが指針に示されており、個人の結果と違って、集団ごとの分析の結果については、
原則として事業者に提供する場合に労働者個人の同意を得る必要はありません。ただし、集団の人
数が小さい場合については、その集団の結果を出すことによって個人というのが推定されてしま
うことがあるので、集計・分析の単位が10人を下回る場合には、全ての労働者の意向を取得しない
限り、事業者にその集団分析の結果を提供してはならないということを指針で示しています。ただ
し、労働者が特定されるおそれのない方法で何か集計・分析をしたという時には、この縛りはない
ですが、そうでない限り、少人数の単位について集団分析をした時は、集団分析の結果を事業者へ
提供するには全員の同意が必要となります。（資料40）

集団分析の結果の活用
について、資料41に指針
の記載があります。集団
分析をして、その結果ど
んな措置を講じたらよい
かということについてで
すが、関係する専門家か
ら意見を聴いたり、助言
を受けたりすることが望
ましいと書かれていま
す。意見を聴く専門家と
いうのは、実施者、それ
から実施者と連携したそ
の他の医師、保健師、看
護師、精神保健福祉士、
産業カウンセラー、ある
いは、臨床心理士等があり、これらの方から措置について意見や助言を受けることが望ましいと書
かれております。
事業者が措置の内容を検討するにあたっては、集団分析の結果だけではなくて、管理監督者から
情報を得たり、労働者から意見を聴いたり、あるいは、産業保健スタッフから情報を得たりして、
いろいろな情報を加味して、具体的な措置を講じることが望ましいとも書いてあります。
集団分析の結果については、記録を5年間保存することが望ましいということも、指針の中で示
されております。（資料41）

資料 41
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集団分析については、法令
の中では具体的なやり方は
示していませんが、職業性ス
トレス簡易調査票について、
職場ごとに分析する場合の例
を資料42にイメージとして示
しています。資料42の左の図
は、職場ごとの平均点等を求
めて、仕事のコントロールと
か仕事量の負荷といった項目
ごとに点数を出して、その出
した点数が全国平均と比較
してどこに位置するかを調
べるものです。平均の線が全
国平均を示し、これよりも下
側がストレスが高いことを意味します。資料42の右の図は、項目が変わって、上司の支援、同僚の
支援といった項目で、やはり右側の図も平均の線の左側の下が、ストレスが高いことを意味しま
す。このような分析方法の例が、国が作成したマニュアルに示されています。集団分析の方法は、
まだ完全に確立されているわけではなく、今後も、様々な方法が開発、検討されていくと思います。
（資料42）

Ⅴ．不利益な取扱いの防止

不利益な取扱いの防止など
の留意事項を補足します。
まず、不利益な取扱いの防
止からです。不利益な取扱い
の防止は、法律で禁止してい
る事項と指針で禁止している
事項があります。法律上の禁
止事項は、事業者は、労働者
が面接指導を受けたいという
申出をしたことを理由とし
て、労働者に対して不利益な
取扱いをしてはならないとい
うことです。これはごく当然
で、もし、面接指導を申出た
ことで不利益な取扱いをする
ということであれば、申出をする方はいなくなってしまいます。
法律以外に、指針でも一定の事項を禁止しております。面接指導を受けていない時点においてス
トレスチェック結果のみで就業上の措置の要否を判断してはいけないと指針に定められておりま
す。（資料43）

資料 42

資料 43
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今述べたこと以外にも、指
針で不利益な取扱いについて
触れられています。指針に掲
げるようなことは、一般的に
は合理的とはいえないもので
す。例えば、資料44の「ア」と
して、「労働者がストレスチェ
ックを受検しないこと等を理
由とした不利益な取扱い」に
ついて書いてあります。
①として、ストレスチェッ
クを受けない労働者に対し
て、これを理由として不利益
な取扱いを行うことです。例
えば、就業規則においてスト
レスチェックの受検を義務付け、受検しない労働者に対して懲戒処分を行うということは、法の趣
旨から考えて問題があります。②として、チェックの結果を事業者に提供することに同意しない労
働者に対しての不利益な取扱いを行うこと。③として、面接指導の要件を満たしているのだけれど
も、申出をしない労働者について、申出をしないのを理由として不利益取扱いをすることもいけな
いと指針に示しております。（資料44）

今述べたこと以外に、今度
は医師の面接指導の結果を理
由とした不利益な取扱いにつ
いても指針に定めています。
まず、面接指導をして、医師
の意見を聴かないで、つまり
所定の手続きをとらないで不
利益な取扱いを行うことは禁
止です。
また、手続きはとったのだ
けれど、常識的に考えて問題
のあるような行為、医師の意
見とは内容や程度が著しく異
なるような対応、それから労
働者の実情が考慮されていな
い対応はいけないということです。
面接指導の結果を理由として、解雇、契約更新をしない、退職勧奨、配置転換又は職位（役職）の
変更を命じる、今述べた以外の、労働関係法令に違反するようなことも、行ってはいけません。
不利益な取扱いについて、だいぶ強調して説明させていただきました。今説明したようなところ
がきちんと担保されていないと、労働者は安心してストレスチェックを受けることができません。
不利益な取扱いの禁止について、社内のストレスチェックの規程に明示し、安心してストレスチェッ
クを受けていただけるような体制を作っていただきたいと思います。（資料45）

資料 44

資料 45
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Ⅵ．プライバシーの保護

プライバシーの保護です。プラ
イバシーの保護も、労働者の方に
安心してストレスチェックを受け
ていただくための重要点です。法
律上、前のスライドでも説明して
いますように、ストレスチェック
に関わった人には秘密保持義務が
あり、罰則もかかっております。
指針の中では、事業者がストレス

チェック制度に関する労働者の秘
密を不正に入手することがあっては
ならないことも示されております。
（資料46）

その他、情報取扱い上の留意点
といたしまして、資料47に記載の
事項は、既に示した事項の繰り返
しです。本人同意があってはじめ
て、ストレスチェック結果を事業
者に提供します。提供する内容と
しては、労働者に通知したものと
同じ範囲にとどめてくださいとい
うことです。
ストレスチェック結果等は、労
働者が同意すれば事業者側だけと
いうことではなくて、人事権等を
有している一定の範囲の方で共有
できますが、資料47に記載の指針
に書いてあるように、労働者の健康確保のために就業上の措置に必要な範囲を超えて、関係者に共
有することは適切でなく、情報共有の範囲に留意してくださいということです。
集団分析についても、留意事項がございます。集団分析の結果が悪い、一定の部署でストレスが
高いということについては、場合よっては、ストレスが高い部署の所属長等の人事的な評価が下が
ることも考えらえます。集団分析の結果についても、誰にでも提供するということではなくて、共
有範囲についてはよく検討してください。衛生委員会等において集団分析の結果について、どうい
う範囲で共有するか等についても、あらかじめ決めていただくのが望ましいです。
生データ等の提供制限というところについては、面接指導結果の記録の際に申し上げたのと同
様のことが資料47にも書いてあります。診断名等、検査値若しくは具体的な愁訴の内容等の生デー
タ、又は、詳細な医学的情報は事業者に提供してはならないので、医師は一定の加工をした上で事
業者に情報提供をすることになります。（資料47）

資料 46

資料 47
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Ⅶ．その他の留意事項

その他の留意事項で、
産業医の役割についてで
す。資料48に記載の法律
の条文自体は元々ありま
すけれども、省令の条文
が今回少し変わっており
ます。産業医の行うべき
事項としては、一定のも
のについての、医学に関
する専門的知識を必要と
するものは産業医がやっ
てくださいということが
元々定められており、今
回の改正により、産業医
が行う事項の中に、スト
レスチェックの実施、面
接指導の実施、面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することが加わ
りました。
通達では、資料48に記載の省令の規定については、産業医がストレスチェック、面接指導の実施
に直接従事することまでは求めているのではなく、例えば、衛生委員会等に出席して医学的な見地
から意見を述べること等、何らかの形で関わってもらうことが適当ですということを述べていま
す。（資料48）

本日の参加者の皆様が
従事される団体では、自
らが外部機関に当たる方
もいらっしゃると思いま
すし、また、自分のとこ
ろが外部機関に委託して
ストレスチェックを行お
うというふうに考えてい
るところもあるかと思い
ます。その場合の留意点
です。委託することは法
令上問題ないのですが、
委託先においてストレス
チェック、あるいは、面
接指導を適切に実施でき
るような体制や情報管理
といったものがきちんと整備されているかどうかは事前に確認することが望ましいということを
指針の中で示しております。どんなことをチェックしておくのがよいかということも、指針と関連

資料 48

資料 49
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してマニュアルの中で示しており、チェックリスト等も載っておりますのでご活用ください。
派遣労働者に関する留意事項についてです。派遣労働者に関して、誰がストレスチェックを行う
かという法律上の義務につきましては、一般健康診断の義務と同じです。一般的な健康管理として
の健診を派遣元がやることになっておりまして、ストレスチェックも一般的な健康管理という考
え方ですので、派遣元にストレスチェックの義務を負わせております。
ただし、派遣労働者が実際に仕事をしているというのが派遣先になりますので、集団分析をする
場合には派遣先でやることが適当ということになります。集団分析をする場合には、派遣先におい
てもストレスチェックを実施することが望ましいです。その場合には、必ずしも記名する必要はな
く、無記名でやっていただくことでも構いません。あるいは、労働者の同意が得られれば、派遣元
で行なったストレスチェックの結果を集団分析等に活用することも、当然できますので、派遣労働
者については派遣元と派遣先で連携して、必要な対応をとってください。
また、面接指導も派遣元に義務がかかります。派遣元で面接指導を行って、面接指導の結果、一
定の措置をしなければいけないという時には、派遣元でできる措置もあると思いますが、派遣先に
も何かやってもらわなければいけないといったケースもありますので、その時には派遣先と派遣
元が十分連携するということが必要になってまいります。（資料49）

資料50は、今ご説明したストレスチェックに関し、派遣の場合、誰が何をやるかという関係図を
示しています。派遣元では個人の対応としてストレスチェック、面接指導を行い、派遣先では集団
分析を行い、就業上の措置をする時には両者が連携する必要があります。（資料50）

資料 50
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労働基準監督署への報
告ということで、労働基
準監督署への報告は50人
以上の事業場での義務と
なり、1年以内ごとに1回、
ストレスチェックの結果
を労働基準監督署に提出
しなければなりません。
具体的に誰がどういう結
果というのは必要なく、
ストレスチェックの対象
となる労働者が何人で
あって、何人が受けて何
人が面接指導だったとい
うことを記載していただ
く様式になっています。
1年に1回提出すればよいので、事業場の中で、1年に何回かに分けてストレスチェックをするとい
う場合であっても、その都度出す必要はありません。1年に1回まとめて出していただければよいと
いうことです。
1年以内ごとに1回というのは、事業者ごとに実施のサイクルが違うと思いますので、3月までに
提出しなければいけないというルールはなく、事業場ごとに一定の時期に出していただければ構
いません。（資料51）

おわりに

いろいろと説明してきました
が、今回、労働者のメンタルヘル
ス不調の未然防止ということでス
トレスチェック制度を導入しまし
た。職場環境を改善することに
よって、働きやすい職場を実現し
ていただいて、生産性の向上にも
つながるということを期待してお
ります。
事業者側の方にも、ストレス
チェックを受ける労働者の方、あ
るいは、関係するスタッフの方に
も制度の趣旨をよく理解していた
だき、正しく制度が運用されるよ
う、これから準備していただきたいと思います。
それでは、長くなりましたけれども、ありがとうございました。（資料52）

資料 51

資料 52
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≪質疑応答≫

＜給食会社Aより講師に質問＞
Q1：3点ほど質問させていただきます。

1つ目に、資料20で、ストレスチェックを実施する事務に携れるのは、人事権があるかな
いかというところがポイントになっていましたが、例えば、パートタイム労働者のシフトを
作ったり、時給を決めたりという権限も、人事権があるという扱いになるのでしょうか。
2つ目は、資料3にあります、労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務というお話
についてです。例えば、事業場というと、店舗ごとというイメージを持っているのですが、
店舗ごとだと、となかなか50人という要件は満たさないかなと思います。今後の方向性とし
て、人数の設定をもっと下げていくというような方向性があるのでしょうか。
3つ目は、職業性ストレス簡易調査票についてです。質問の項目が、資料12にあったと思
います。特に最近、女性の活躍とかいった厚生労働省の政策もあると思います。そのような
動きがある中で、例えば、育児や介護の負担といった家庭的な負担について調査票の項目で
は特にないように見受けられたので、そういったところについてのお考えをお聞かせいただ
きたいと思います。
以上3点、立場的にお答えづらいところもあるかもしれませんが、可能な限りでお願いで
きればと思います。

A1：まず、1点目のご質問で、パートタイム労働者のシフトを決めたり時給を決めたりする方が、
人事権のある者に該当するかどうかというところについてです。時給を決めるということ
は、パートタイム労働者の能力を評価して決めていくところなので、おそらくは人事権の中
に入ります。場合によっては、採用等もその方が担当していれば、当然、採用は人事の一番
入口のところで大事なので、通常は人事権というふうにカウントできるのではないかと思い
ます。シフトを組むということは、パートタイム労働者の方の働く時間等についても管理す
るというところになってくるかと思いますので、おそらくは人事権に含めて考える方が常識
的かと思います。
2点目の、今回労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ということになったけれど
も、今後の見通しはどうかということについてです。法律を作った時に、5年後見直しの規定
が入っておりますので、今後の状況をいろいろな調査等で把握していって、その後どうする
かというのは、また5年目以降に作業が出てくるかと思います。50人未満の事業場について
も範囲を広げるかどうか等については、その時にまた改めて検討することになるかと思いま
す。ただ、国としては、50人未満の事業場についても支援措置という形で、例えば、（ストレ
スチェック自体は地域産業保健センターの方で行えないのですけれども、）面接指導につい
ては地域産業保健センターを利用していただくことはできます。また、今年から助成金の制
度もできまして、50人未満の事業場で、1事業場だけではできないのですが、2箇所以上がグ
ループになって産業医の方等にストレスチェックや面接指導をしてもらうというような時、
ストレスチェック1件について500円が上限、それに基づいて様々な面接指導等の活動をして
いただいた時に1回あたり2万1,500円が上限という形で、事業者側に助成金が支払われます。
できるだけ50人未満の事業場でも行っていただきたいということで、そういった支援制度を
設けておりますので、支援制度の利用状況等も見ながら、5年後にどうするかの判断を行う
こととなります。
3点目の、調査票に育児とか介護といった家庭の生活での負担等の内容についても項目と
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して入れて問題ないかどうかということについてです。会社としては、どんなことが原因で
ストレスがあるかというのを把握したいという趣旨かと思いますので、家庭の生活での負担
についての項目を入れるかどうか、個別の具体的な判断は、各社の衛生委員会で決めていた
だいて、そこで家庭の生活での負担に関する項目も入れてストレスの原因を把握しようとい
うことであれば、その内容について入れていただいても法令上は問題ありません。
3点についてはよろしいでしょうか。

＜医療機関Bより講師に質問＞
Q2：高ストレスということについての質問です。先ほど質問がありました資料12の57項目の選

定には何らかの根拠があると思うのです。根拠を元に何らかの高ストレスについての基準を
お決めになったということはないのでしょうか。つまり、下地となるようなリサーチがあり、
資料12に記載の57項目が出てきていると思うので、それにおいて高ストレスというのは、
どこかで区分するということになるのでしょうか。

A2：どこから高ストレスと定義するかということは決まっていないので、先ほども申し上げたよ
うに、どこのラインで切るかというところまで、その調査研究で決めているというわけでは
なくて、全体の10％ぐらいが高ストレス者に該当するだろうという仮定の下に点数を切ると
したら、このところで切れますというところまでは、調査研究で整理しておりますが、何点
以上になると高ストレスですと法的に定義したものは、現在ありません。これから、各社で
ストレスチェック制度を実施していただいて、おそらくは、最初は国で過去の調査研究等で
得られた点数を目安にしていただいて、2回目以降を行う際に、基準の見直し等も出てくるの
ではないかと推察しています。ストレスチェック制度の目的が、ストレスが高いという方に
ついてきちんと専門家によるフォローをしていきましょう、あるいは、職場改善をしていき
ましょうということなので、高ストレスの範囲をどうするかというのを国で一律に決めるの
は適当ではないということで、現在は示しておりませんけれども、これまでの調査研究の成
果を、このストレスチェック制度実施マニュアルの中で示しております。厚生労働省のホー
ムページに、ストレスチェック制度について専用のページを設けて、そこに法律、省令、指針
ですとか、今申し上げたマニュアル、あるいは、パンフレットなどをまとめて載せておりま
すので、どういった研究がなされて、どういうふうにデータが整理されたかというエッセン
スの部分は、このマニュアルの中に記載してありますのでそちらのページをご覧ください。

＜個人参加者Cより講師に質問＞
Q3：ストレスチェック制度の検査と以前から似たような形で、社員のストレス状況、例えば、職場

の雰囲気や働きがい等、資料12の職業性ストレス簡易調査票に例としてあげられているよう
な内容について、従前からアンケート調査みたいな形で行っていた場合に、従来は事業者が
結果を知ることができたわけですが、今後このストレスチェック制度というのが導入された
後は、そういったような従前の調査というのは事業者ができなくなってしまうのでしょうか。

A3：もし、この制度の3領域に関わる問題に質問が全て含まれているというような調査票を使っ
て実施するとすれば、形式的には法律に基づくストレスチェックとみなされますので、その
場合には、結果を事業者の方が、本人同意なく入手するということはできません。どんな調
査項目で行うかによるかと思いますので、中身をもう一度ご確認いただいて、法令上のスト
レスチェックにあたるような中身であれば、今後見直しをお願いしたいと思います。

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
大
淵
講
師
）



39
振興会通信 Vol.138  December  2015

＜メンタルヘルス関連会社Dより講師に質問＞
Q4：面接の対象者を選定する基準についてです。面接の対象者は、実施者の判断で決めていくと

いうご説明だったと思います。例えば、2段階でその設定をしたいということにした時に、
高ストレス者をまずは全員面接の対象者にするということに加えて、後は高ストレスの状況
を見ながら、実施者の判断、あるいは、事業者の判断の下にさらに増やしていくというよう
な方法というのも考えられると思っております。その場合に、例えば、ウェブで行う時に、
高ストレス者に関しては、もう全て面接の対象者であるというような結果を示してしまっ
て、その後から個別に実施者、あるいは、実施事務従事者等からフォローをかけていき、面
接に誘導するといったような方法というのもありうると思っております。この点について確
認したいというのが1点です。
あと、もう1点あります。外部の相談の機関を使っている場合に、ストレスチェックの結
果についてというのが、外部の相談機関が知っているというのがどうなのかというところも
確認したいと思っています。例えば、前捌き的な観点での、面接につなげるための産業カウ
ンセラーの面接とか、そういったものは、ご説明の中でも問題ないということではありまし
たが、例えば、これは事前に同意をとりつけるような仕組みとして進めた場合、その内容を
カウンセラーが知っているとか、こういったところを、どういう立場であれば、知りうるこ
とができるのかと、そのあたりを教えていただければと思います。

A4：まず、1点目の面接指導の対象者の選び方を2段階でしてというお話で、それは、そういう
ルールにしていただくということはありうるかと思います。元々の制度の考えでも、高スト
レスと点数で区切ったうえで、さらに、その方が全員面接指導の必要があるのか、あるいは、
その中から一定の方だけが面接指導が必要なのかという部分の判断を実施者である医師、保
健師の方にしていただくルールにしております。したがって、高ストレス者全員を面接指導
の対象とするというルール決めをしていただいて、実施者が高ストレス者全員を要面接指導
と判断して、本人の申出にもっていくために個別に働きかけをするというやり方は、法令的
に特に問題はありません。
外部機関の関係で、前捌き的な面接というか面談みたいなものを外部の方にやってもらう
ようなこともありうるかと思います。ただ、前捌き的な面談をしてもらう外部の方にストレ
スチェックの結果を伝えるには、労働者本人の個別同意が必要になります。面談をしてくれ
る方が実施者であれば、何も問題はないのですけれども、実施者と本人以外の方が結果を見
るためには本人同意が必要という仕組みにしてありますので、そこは取扱いとしては注意が
必要だと思います。検査結果をカウンセラーの方に伝えなくても、該当の労働者の方に面接
指導を受けるように働きかけをしてほしいと依頼することはできると思いますので、やり方
はよくご検討いただきたいと思います。

Q5：その場合、例えば、共同実施者になっていれば問題はないですか。

A5：外部機関の保健師等が共同実施者になっていれば、問題ありません。

＜保険会社Eより講師に質問＞
Q6：今の話で確認したい内容があります。点数が高かったということをもって、基本はとりあえ

ずまず、面談に誘導しますということを、例えば、衛生委員会で決議をしておいて、その方が、
医師が判断するよりも客観的であるので、そういう形でやっておいたうえで面談にまわして



40
振興会通信 Vol.138  December  2015

いくということは問題ないでしょうか。何かちょっと問題あるというふうに他で言われたり
はしたのですけれども。

A6：補助的な面談をしたうえで、面接指導対象者を決めるというやり方をマニュアル等に提示し
ています。いずれにしても、面接指導が必要かどうかを実施者が決めるというスキームを
とっていただければ、そこに至るまでのルートは少しバラエティが出てくると思います。そ
こは工夫の余地があると思っておりますので、特に法令に違反するようなことでなければ、
社内で合意を得て実施するのであれば、行政が縛るということはありません。

Q7：いわゆるその前捌きの面談に送るということであれば、問題ないというご趣旨ですね。

A7：はい、そうです。

＜清掃会社Fより講師に質問＞
Q8：事業者の位置付けの確認です。先ほどのお話の中で、社長でなくても人事権のある方でよい

というお話だったのですが、前に私がストレスチェック制度のナビダイヤルに電話した時
に、事業者は社長にしてくださいと言われたのですけれども、それはどちらが正しいのです
か。その時は事業場ごとに必要なので、全部を社長にしてくださいというお話をされたので
すけれども、事業場ごとで変えて、例えば、それぞれの支社の人事権を持つ方が事業者とい
う位置付けをしてもよいのでしょうか。

A8：まず、法律上の「事業者」について、お話をさせていただきます。労働安全衛生法で事業者と
いった場合には、法人格がある場合に法人そのものをいいまして、個人事業主の場合には、
個人事業主の方を事業者と呼んでおります。ただ、法人が事業者といっても、具体的に誰に
責任があるのかというところの範囲で見ていくと、会社の社長本人は、その範囲に入ります
し、人事権を有する方も、通常はそこまで事業者側として捉えるようになっています。した
がって、使用者という言葉と近いかもしれません。社長以外の方にも法令の適用が及びます。
労働基準監督署に出す結果報告書についても、会社の社長で提出するようなケースもあれ
ば、例えば、工場長とか営業所長とという役職で提出するケースもあって、それを労働基準
監督署で受理しないということはありません。衛生委員会を開いて、その衛生委員会の議論
に基づいて規程等を作ることになっていますが、規程もその事業場に作るケースもあれば、
会社として本社でまとめて規程を作って、それを各事業場に適用するケースもあり、どちら
も法令的に問題ありませんので、事業者という範囲は、必ずしも経営トップでないといけな
いということではありません。

Q9：今お話しいただいたようなことであれば、今回事業者でなければ、医師の意見聴取を聴けな
いとか、事業者としての権限というのがすごく強いと思うのですが、それは、各支社の例え
ば支社長であったり、本社の人事部長であったり、それぞれの事業場ごとに変えて、その人
たちがその権限の下で意見を聴いて、就業上の措置を行うということでよいということで
しょうか。

A9：それで結構です。

月
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＜鉄道会社Gより講師に質問＞
Q10：私は、労働者の方を確認したいです。「常時使用する労働者」という、資料13のスライドに

記載のある労働者には、例えば、取締役営業部長等の役員は含まれるのでしょうか。法律
上行うべき対象者には、役員とかも含まれるのかどうかというところを確認したいのです。

A10：役員になると、労働者というカウントはしないのが普通かと思います。

Q11：特に、それではその法令上は義務ではないということですね。

A11：そうですね。役員に対しては、ストレスチェックの実施義務はありません。

Q12：逆に労働者として扱っても構わないということになるということですかね。

A12：労働者として扱っても構いません。ただ、役員の下の、例えば、部長等の役職の方は、立場
的には使用者側になることはあると思うのですけど、そういう方は通常、労働者に入って
います。役員は、やはり別格かと思います。

補足説明
労働者の範囲についてです。事業場にストレスチェックをやる義務があるかを判断をする時の
労働者数の数え方としては、まず、パート労働者の方等も含めてカウントをし、例えば、正社員が
10人だけれども、パートが50人いる場合、合計で60人いるので、そこの事業場はストレスチェック
の義務がかかるということになります。
ただし、個々人についてストレスチェックの対象者かどうかを判断をする時は、その個人の方の
労働時間等を見ていただいて、労働時間が短い方、例えば、週に20時間という方については、必ず
しも義務ではありません。事業場として義務がかかるかどうかというところと、個人がストレス
チェックの対象になるかどうかというところの義務のラインは少し違います。衛生委員会を設置
する必要がある50人とか、産業医を置く必要がある50人も同じような判断をさせていただいてい
ますので、今回新たということではないのですけれども、留意点として覚えておいてください。

※当日配布資料のカラー版は、当会のホームページよりダウンロードが可能です。
■（一財）医療関連サービス振興会ホームページ（https://ikss.net/about_ikss/seminar.html）


